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福島県の機関、市町村の機関、福島県の教育委員会及び地方独立

行政法人等における平成 29 年６月１日現在の障害者の任免状況等

の再点検結果について 
 

Ⅰ．概要 

（福島県の機関、市町村の機関、福島県の教育委員会） 

○ 福島県の機関、市町村の機関、福島県の教育委員会は、障害者の雇用の促進等に関する

法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第 40 条に基づき、毎年、障害者で

ある職員の任免に関する状況を、障害者任免状況通報書により厚生労働大臣に対して通報

しなければならないこととされています。 

○ この通報に基づいて集計された、平成 29 年 6 月 1 日現在の障害者である職員の任免に

関する状況については、民間企業における障害者の雇用の状況と併せ、「平成 29 年 障害

者雇用状況の集計結果」として、平成 29 年 12 月 12 日に公表していたところです。この

度、福島県の機関、市町村の機関、福島県の教育委員会において、通報内容の再点検を行

い、各機関から改めて数値が通報されたことから、これを公表します。 

○ 再点検の結果、 

（１）福島県の機関の障害者数は 164.0 人から 39.0 人減少して 125.0 人と、実雇用率は

2.49％から 1.85％と、不足数 0.0 人から 31.0 人となりました。 

（２）市町村の機関の障害者数は361.5人から9.5人増加して371.0人と、実雇用率は2.05％

から 2.01％と、不足数は 44.0 人から 56.0 人となりました。 

（３）福島県の教育委員会の障害者数は 245.0 人から 60.5 人減少して 184.5 人と、実雇用

率は 2.12％から 1.60％と、不足数は 9.0 人から 69.5 人となりました。 

 

（地方独立行政法人等） 

○ 地方独立行政法人等は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。

以下「法」という。）第 43 条に基づき、毎年、障害者である労働者の雇用に関する状況を、

障害者雇用状況報告書により厚生労働大臣に対して報告しなければならないこととされ

ています。 

○ この報告に基づいて集計された、平成 29 年 6 月 1 日現在の障害者の雇用の状況につい

ても、「平成 29 年 障害者雇用状況の集計結果」の中で、平成 29 年 12 月 12 日に公表し

ていたところです。この度、地方独立行政法人等において、報告内容の再点検を行い、各

法人から改めて数値が報告されたことから、これを公表します。 

○ 再点検の結果、地方独立行政法人等の障害者数は 52.0 人、実雇用率は 2.23％、不足数

は 3.0 人と変更はありませんでした。 
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※厚生労働省では、平成 30 年 10 月 22 日、「都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び独

立行政法人等における平成 29 年６月１日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について」をホームページ

にて公表しております。 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01957.html 
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Ⅱ．総括表 

○ 福島県の地方公共団体及び地方独立行政法人等における再点検に基づき通報された数値に

基づく集計結果は以下のとおりです。 

 

 平成 29 年６月１日時点 地方公共団体及び地方独立行政法人等の集計値（再点検後） 
 

１ 地方公共団体における在職状況 

(１)福島県の機関(法定雇用率 2.3%)                 （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

計 
6,747.5 人 

(   6,575.5 人) 

    125.0 人 

(    164.0 人) 

1.85 % 

(2.49 %) 

     2 

(    3 

/ 

/ 

     3 

     3) 

 66.7% 

(100.0%) 

 31.0 人  

( 0.0 人) 

福島県 

知事部局 

    5,954.0 人 

(   5,782.0 人) 

    105.0 人 

(    144.0 人) 

1.76 % 

(2.49%) 

     0 

(    1 

/ 

/ 

     1 

     1) 

  0.0% 

(100.0%) 

 31.0 人  

( 0.0 人) 

その他の 

福島県機関 
      793.5 人 

(      793.5 人) 

     20.0 人 

(   20.0 人) 

2.52 % 

(2.52 %) 

     2 

(    2 

/ 

/ 

     2 

     2) 

100.0% 

(100.0%) 

  0.0 人  

( 0.0 人) 

 

 

 

(２)福島県等の教育委員会(法定雇用率 2.2%)                    （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員

数 

②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 
⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

福島県 
教育委員会 

   11,551.0 人 

(  11,553.0 人) 

    184.5 人 

(    245.0 人) 

1.60 % 

(2.12%) 

     0 

(    0 

/ 

/ 

     1 

     1) 

 00.0% 

( 00.0%) 

 69.5 人  

( 9.0 人) 

 

  

(３)市町村の機関(法定雇用率 2.3%)                   （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

市町村の 

機関(*1) 

  18,418.5 人 

(  17,637.0 人) 

    371.0 人 

(    361.5 人) 

2.01 % 

(2.05%) 

    43 

(   48 

/ 

/ 

72(*2) 

    72) 

 59.7% 

( 66.7%) 

 56.0 人  

(44.0 人) 

(*1)市町村の機関は市町村教育委員会を含む。 

 (*2)機関数は平成 30 年 10 月 15 日までに再点検結果について回答のあったもの。 

 

 

２ 地方独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率 2.3%)        （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の算

定の基礎となる労働者数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

計 
    3,645.5 人 

(   3,645.5 人) 

     90.0 人 

(     90.0 人) 

2.47 % 

(2.47%) 

     3 

(    3 

/ 

/ 

     4 

     4) 

 75.0% 

( 75.0%) 

 3.0 人  

( 3.0 人) 

独立行政

法人等(*3) 

    1,313.0 人 

(   1,313.0 人) 

     38.0 人 

(     38.0 人) 

2.89 % 

(2.89%) 

     2 

(    2 

/ 

/ 

     2 

     2) 

 100.0% 

( 100.0%) 

 0.0 人  

( 0.0 人) 

地方独立行政 

 法人等(*3) 

    2,332.5 人 

(   2,332.5 人) 

     52.0 人 

(     52.0 人) 

2.23 % 

(2.23%) 

     1 

(    1 

/ 

/ 

     2 

     2) 

 50.0% 

( 50.0%) 

  3.0 人  

( 3.0 人) 

(*3)「独立行政法人等」は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号までの法人を、「地方独立行

政法人等」は同令別表第２の第９号から第 10 号までの法人を指す。 

 
注 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度

知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精

神障害者である短時間労働者については法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 
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Ⅲ．H29.6.1 現在の障害者任免状況通報に係る再点検結果（点検前後の概要） 

 

１ 福島県知事部局（障害者雇用率 2.3％） 

 
実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

福島県 2.49  ⇒ 1.76   144.0  ⇒  105.0  (-39.0) 0.0  ⇒ 31.0  

 

２ その他の福島県の機関（障害者雇用率 2.3％） 

 
実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.52  ⇒ 2.52   20.0  ⇒  20.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

福島県病院局 3.16  ⇒ 3.16   6.0  ⇒  6.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

福島県警察本部 2.32  ⇒ 2.32   14.0  ⇒  14.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

 

３ 福島県教育委員会（障害者雇用率 2.2％） 

 
実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

福島県教育委員会 2.12  ⇒ 1.60   245.0  ⇒  184.5  (-60.5) 9.0  ⇒ 69.5  

 

４ 福島県内市町村（障害者雇用率 2.3％） 

 
実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.05  ⇒ 2.01   361.5  ⇒  371.0  (+9.5) 42.0  ⇒ 56.0  

福島市 2.25  ⇒ 2.25   30.0  ⇒  30.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

福島市水道事業管理者 0.87  ⇒ 0.87   1.0  ⇒  1.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

福島市教育委員会 1.52  ⇒ 1.52   7.0  ⇒  7.0  - 3.0  ⇒ 3.0  

伊達市 2.56  ⇒ 1.71   12.0  ⇒  12.0  - 0.0  ⇒ 4.0  

桑折町 1.16  ⇒ 1.16   1.0  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

国見町 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 2.0  ⇒ 2.0  

国見町教育委員会 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

川俣町 3.19  ⇒ 3.96   3.0  ⇒  4.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

公立藤田病院組合 0.79  ⇒ 1.18   2.0  ⇒  3.0  (+1.0) 3.0  ⇒ 2.0  

いわき市 2.27  ⇒ 2.16   40.0  ⇒  38.0  (-2.0) 0.0  ⇒ 2.0  

いわき市水道事業管理者 1.89  ⇒ 1.89   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

いわき市病院事業管理者 1.38  ⇒ 1.68   9.0  ⇒  11.0  (+2.0) 6.0  ⇒ 4.0  

いわき市教育委員会 3.35  ⇒ 3.35   7.0  ⇒  7.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

会津若松市 2.79  ⇒ 2.89   28.0  ⇒  29.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

磐梯町 1.14  ⇒ 1.14   1.0  ⇒  1.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

猪苗代町 2.31  ⇒ 1.00   3.0  ⇒  1.0  (-2.0) 0.0  ⇒ 1.0  

会津坂下町 2.36  ⇒ 2.36   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

柳津町 2.99  ⇒ 2.99   2.0  ⇒  2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

南会津町 1.57  ⇒ 1.57   3.0  ⇒  3.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

下郷町 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

只見町 0.99  ⇒ 0.99   1.0  ⇒  1.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

会津美里町 2.37  ⇒ 2.37   5.0  ⇒  5.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

昭和村 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

檜枝岐村 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

会津若松地方広域市町村圏整

備組合 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

喜多方市 2.17  ⇒ 2.17   10.0  ⇒  10.0  - 0.0  ⇒ 0.0  
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喜多方市教育委員会 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

西会津町 3.53  ⇒ 3.53   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

郡山市 2.43  ⇒ 2.39   59.0  ⇒  58.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

田村市 2.26  ⇒ 2.26   10.0  ⇒  10.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

田村市教育委員会 1.32  ⇒ 1.32   1.0  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

三春町 2.99  ⇒ 2.54   4.0  ⇒  4.5  (+0.5) 0.0  ⇒ 0.0  

三春町教育委員会 -  ⇒ 1.39   -  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

小野町 1.23  ⇒ 1.85   1.0  ⇒  2.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

公立小野町地方綜合病院企

業団 1.43  ⇒ 1.30   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

白河市 1.73  ⇒ 1.73   9.0  ⇒  9.0  - 2.0  ⇒ 2.0  

矢吹町 1.99  ⇒ 1.99   2.0  ⇒  2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

棚倉町 3.37  ⇒ 3.37   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

矢祭町 1.85  ⇒ 1.85   1.0  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

塙町 1.32  ⇒ 1.25   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

西郷村 2.45  ⇒ 2.45   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

泉崎村 1.69  ⇒ 10.20   1.0  ⇒  5.0  (+4.0) 0.0  ⇒ 0.0  

中島村 1.64  ⇒ 1.64   1.0  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

鮫川村 2.03  ⇒ 2.03   1.5  ⇒  1.5  - 0.0  ⇒ 0.0  

須賀川市 2.41  ⇒ 1.92   11.0  ⇒  11.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 2.0  

須賀川市教育委員会 1.79  ⇒ 0.35   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 5.0  

鏡石町 1.83  ⇒ 1.23   2.0  ⇒  2.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 1.0  

石川町 4.37  ⇒ 3.51   5.0  ⇒  6.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

浅川町 2.73  ⇒ 2.73   3.0  ⇒  3.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

古殿町 1.49  ⇒ 0.86   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 1.0  

天栄村 1.49  ⇒ 1.25   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

玉川村 1.79  ⇒ 1.42   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

平田村 3.64  ⇒ 2.86   2.0  ⇒     2.0 (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

公立岩瀬病院企業団 1.96  ⇒ 1.96   6.0  ⇒  6.0  - 1.0  ⇒ 1.0  

二本松市 2.21  ⇒ 2.21   10.0  ⇒  10.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

二本松市教育委員会 2.56  ⇒ 2.56   2.0  ⇒  2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

本宮市 2.85  ⇒ 2.85   7.0  ⇒  7.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

大玉村 1.20  ⇒ 1.27   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

相馬市 0.41  ⇒ 0.41   1.0  ⇒  1.0  - 4.0  ⇒ 4.0  

相馬市教育委員会 2.29  ⇒ 3.05   3.0  ⇒  4.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

南相馬市 2.16  ⇒ 2.43   16.0  ⇒  18.0  (+2.0) 1.0  ⇒ 0.0  

南相馬市教育委員会 4.08  ⇒ 4.08   4.0  ⇒  4.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

新地町 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 2.0  ⇒ 2.0  

飯館村 2.86  ⇒ 2.86   2.0  ⇒  2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

広野町 2.67  ⇒ 3.95   2.0  ⇒  3.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

楢葉町 1.94  ⇒ 1.94   2.0  ⇒  2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

富岡町 0.70  ⇒ 0.70   1.0  ⇒  1.0  - 2.0  ⇒ 2.0  

大熊町 1.17  ⇒ 0.00   2.0  ⇒  0.0  (-2.0) 1.0  ⇒ 3.0  

双葉町 1.27  ⇒ 1.18   1.0  ⇒  1.0  (±0.0) 0.0  ⇒ 0.0  

浪江町 0.61  ⇒ 0.61   1.0  ⇒  1.0  - 2.0  ⇒ 2.0  
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川内村 1.22  ⇒ 1.22   1.0  ⇒  1.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

相馬方部衛生組合 0.00  ⇒ 0.00   0.0  ⇒  0.0  - 3.0  ⇒ 3.0  

 

 

５ 地方独立行政法人等（障害者雇用率 2.3％） 

 
実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.23  ⇒ 2.23   52.0  ⇒  52.0  - 3.0  ⇒ 3.0  

公立大学法人 福島県立医科大学 2.15  ⇒ 2.15    47.0  ⇒   47.0  - 3.0  ⇒ 3.0  

公立大学法人 会津大学 3.50  ⇒ 3.50   5.0  ⇒  5.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

 



（２）平成29年６月１日時点　福島県の機関の状況（法定雇用率2.3％）（再点検前）

（２）平成29年６月１日時点　その他の福島県の機関の状況（法定雇用率2.3％）（再点検前）

（２）平成29年６月１日時点　福島県教育委員会の状況（法定雇用率2.2％）（再点検前）

参考１
再点検結果の詳細

１　福島県知事部局における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。
（１）平成29年６月１日時点　福島県の機関の状況（法定雇用率2.3％）（再点検後）

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）

２　その他の福島県の機関における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。
（１）平成29年６月１日時点　その他の福島県の機関の状況(法定雇用率2.3％)（再点検後)

福島県 5,954.0 105.0 1.76 31.0

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）

福島県 5,782.0 144.0 2.49 0.0

計 793.5 20.0 2.52 0.0

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）

福島県警察本部 603.5 14.0 2.32 0.0

福島県病院局 190.0 6.0 3.16 0.0

計 793.5 20.0 2.52 0.0

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）

福島県警察本部 603.5 14.0 2.32 0.0

福島県病院局 190.0 6.0 3.16 0.0

３　福島県教育委員会における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。
（１）平成29年６月１日時点　福島県教育委員会の状況（法定雇用率2.2％）（再点検後）

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）

69.5

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

（人）

　
②障害者の数（人） ③実雇用率(%)

　
④不足数
（人）
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福島県
教育委員会

11,551.0 184.5 1.60

福島県
教育委員会

11,553.0 245.0 2.12 9.0



①法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
職員数（人）

②障害者
の数(人)

③実雇用
率(%)

④不足数
　（人）

備考

①法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
職員数（人）

②障害者
の数(人)

③実雇用
率(%)

④不足数
　（人）

備考

福島市 1,335.0 30.0 2.25 0.0 西郷村 122.5 3.0 2.45 0.0

福島市水道事業管理者 115.0 1.0 0.87 1.0 泉崎村 49.0 5.0 10.20 0.0

福島市教育委員会 461.0 7.0 1.52 3.0 中島村 61.0 1.0 1.64 0.0

伊達市 702.5 12.0 1.71 4.0 特例認定 鮫川村
74.0 1.5 2.03 0.0

桑折町 86.0 1.0 1.16 0.0 須賀川市 571.5 11.0 1.92 2.0

国見町 101.5 0.0 0.00 2.0 須賀川市教育委員会 289.0 1.0 0.35 5.0

国見町教育委員会 68.0 0.0 0.00 1.0 鏡石町 162.5 2.0 1.23 1.0

川俣町 101.0 4.0 3.96 0.0 石川町 171.0 6.0 3.51 0.0

公立藤田病院組合 253.5 3.0 1.18 2.0 浅川町 110.0 3.0 2.73 0.0

いわき市 1,761.0 38.0 2.16 2.0 古殿町 116.0 1.0 0.86 1.0

いわき市水道事業管理者 159.0 3.0 1.89 0.0 天栄村 80.0 1.0 1.25 0.0

いわき市病院局 653.0 11.0 1.68 4.0 玉川村 70.5 1.0 1.42 0.0

いわき市教育委員会 209.0 7.0 3.35 0.0 平田村 70.0 2.0 2.86 0.0

会津若松市 1,004.0 29.0 2.89 0.0 特例認定 公立岩瀬病院企業団 305.5 6.0 1.96 1.0

磐梯町 88.0 1.0 1.14 1.0 二本松市 452.5 10.0 2.21 0.0

猪苗代町 100.0 1.0 1.00 1.0 二本松市教育委員会 78.0 2.0 2.56 0.0

会津坂下町 127.0 3.0 2.36 0.0 本宮市 246.0 7.0 2.85 0.0 特例認定

柳津町 67.0 2.0 2.99 0.0 大玉村 79.0 1.0 1.27 0.0

南会津町 191.0 3.0 1.57 1.0 相馬市 246.0 1.0 0.41 4.0

下郷町 81.0 0.0 0.00 1.0 相馬市教育委員会 131.0 4.0 3.05 0.0

只見町 101.0 1.0 0.99 1.0 南相馬市 741.0 18.0 2.43 0.0

会津美里町 211.0 5.0 2.37 0.0 特例認定 南相馬市教育委員会 98.0 4.0 4.08 0.0

昭和村 48.0 0.0 0.00 1.0 新地町 119.0 0.0 0.00 2.0

檜枝岐村 71.0 0.0 0.00 1.0 飯舘村 70.0 2.0 2.86 0.0

会津若松地方広域市町村圏整備組合 53.0 0.0 0.00 1.0 広野町 76.0 3.0 3.95 0.0

喜多方市 461.0 10.0 2.17 0.0 楢葉町 103.0 2.0 1.94 0.0

喜多方市教育委員会 48.0 0.0 0.00 1.0 富岡町 143.0 1.0 0.70 2.0

西会津町 85.0 3.0 3.53 0.0 大熊町 143.5 0.0 0.00 3.0

郡山市 2,424.5 58.0 2.39 0.0 特例認定 双葉町 85.0 1.0 1.18 0.0

田村市 443.0 10.0 2.26 0.0 浪江町 164.5 1.0 0.61 2.0

田村市教育委員会 76.0 1.0 1.32 0.0 川内村 82.0 1.0 1.22 0.0 特例認定

三春町 177.5 4.5 2.54 0.0 相馬方部衛生組合 144.5 0.0 0.00 3.0

※三春町教育委員会 72.0 1.0 1.39 0.0 合　計 18,418.5 371.0 2.01 56.0

小野町 108.0 2.0 1.85 0.0

公立小野町地方綜合病院企業団 77.0 1.0 1.30 0.0

白河市 521.0 9.0 1.73 2.0 特例認定

矢吹町 100.5 2.0 1.99 0.0

棚倉町 89.0 3.0 3.37 0.0

矢祭町 54.0 1.0 1.85 0.0

塙町 80.0 1.0 1.25 0.0

４　福島県内市町村における再点検に基づき報告された数値は以下のとおりです。
（１）平成29年６月１日時点　福島県内市町村の状況（法定雇用率2.3％）（再点検後）

市町村機関

項 目

市町村機関

項 目
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（２）平成29年６月１日時点　福島県内市町村の状況（法定雇用率2.3％）（再点検前）

①法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
職員数（人）

②障害者
の数(人)

③実雇用
率(%)

④不足数
　（人）

備考

①法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
職員数（人）

②障害者
の数(人)

③実雇用
率(%)

④不足数
　（人）

備考

福島市 1,335.0 30.0 2.25 0.0 西郷村 122.5 3.0 2.45 0.0

福島市水道事業管理者 115.0 1.0 0.87 1.0 泉崎村 59.0 1.0 1.69 0.0

福島市教育委員会 461.0 7.0 1.52 3.0 中島村 61.0 1.0 1.64 0.0

伊達市 469.0 12.0 2.56 0.0 特例認定 鮫川村
74.0 1.5 2.03 0.0

桑折町 86.0 1.0 1.16 0.0 須賀川市 457.0 11.0 2.41 0.0

国見町 101.5 0.0 0.00 2.0 須賀川市教育委員会 56.0 1.0 1.79 0.0

国見町教育委員会 68.0 0.0 0.00 1.0 鏡石町 109.5 2.0 1.83 0.0

川俣町 94.0 3.0 3.19 0.0 石川町 114.5 5.0 4.37 0.0

公立藤田病院組合 253.5 2.0 0.79 3.0 浅川町 110.0 3.0 2.73 0.0

いわき市 1,761.0 40.0 2.27 0.0 古殿町 67.0 1.0 1.49 0.0

いわき市水道事業管理者 159.0 3.0 1.89 0.0 天栄村 67.0 1.0 1.49 0.0

いわき市病院局 653.0 9.0 1.38 6.0 玉川村 56.0 1.0 1.79 0.0

いわき市教育委員会 209.0 7.0 3.35 0.0 平田村 55.0 2.0 3.64 0.0

会津若松市 1,004.0 28.0 2.79 0.0 特例認定 公立岩瀬病院企業団 305.5 6.0 1.96 1.0

磐梯町 88.0 1.0 1.14 1.0 二本松市 452.5 10.0 2.21 0.0

猪苗代町 130.0 3.0 2.31 0.0 二本松市教育委員会 78.0 2.0 2.56 0.0

猪苗代町教育委員会 96.5 0.0 0.00 2.0 本宮市 246.0 7.0 2.85 0.0 特例認定

会津坂下町 127.0 3.0 2.36 0.0 大玉村 83.0 1.0 1.20 0.0

柳津町 67.0 2.0 2.99 0.0 相馬市 246.0 1.0 0.41 4.0

南会津町 191.0 3.0 1.57 1.0 相馬市教育委員会 131.0 3.0 2.29 0.0

下郷町 81.0 0.0 0.00 1.0 南相馬市 741.0 16.0 2.16 1.0

只見町 101.0 1.0 0.99 1.0 特例認定 南相馬市教育委員会 98.0 4.0 4.08 0.0

会津美里町 211.0 5.0 2.37 0.0 新地町 119.0 0.0 0.00 2.0

昭和村 48.0 0.0 0.00 1.0 飯舘村 70.0 2.0 2.86 0.0

檜枝岐村 71.0 0.0 0.00 1.0 広野町 75.0 2.0 2.67 0.0

会津若松地方広域市町村圏整備組合 53.0 0.0 0.00 1.0 楢葉町 103.0 2.0 1.94 0.0

喜多方市 461.0 10.0 2.17 0.0 富岡町 143.0 1.0 0.70 2.0

喜多方市教育委員会 48.0 0.0 0.00 1.0 大熊町 171.0 2.0 1.17 1.0

西会津町 85.0 3.0 3.53 0.0 特例認定 双葉町 79.0 1.0 1.27 0.0

郡山市 2,424.5 59.0 2.43 0.0 浪江町 164.5 1.0 0.61 2.0

田村市 443.0 10.0 2.26 0.0 川内村 82.0 1.0 1.22 0.0 特例認定

田村市教育委員会 76.0 1.0 1.32 0.0 相馬方部衛生組合 144.5 0.0 0.00 3.0

三春町 134.0 4.0 2.99 0.0 合　計 17,637.0 361.5 2.05 44.0

小野町 81.0 1.0 1.23 0.0

公立小野町地方綜合病院企業団 70.0 1.0 1.43 0.0

白河市 521.0 9.0 1.73 2.0 特例認定

矢吹町 100.5 2.0 1.99 0.0

棚倉町 89.0 3.0 3.37 0.0

矢祭町 54.0 1.0 1.85 0.0

塙町 76.0 1.0 1.32 0.0

市町村機関

項 目

市町村機関

項 目
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①法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数（人）

②障害者の数（人） ③実雇用率(%) ④不足数（人）

計 2,332.5 52.0 2.23 3.0

公立大学法人
福島県立医科大学

2,189.5 47.0 2.15 3.0

公立大学法人
会津大学

143.0 5.0 3.50 0.0

（２）平成29年６月１日時点　地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.3％）（再点検前）

①法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数（人）

②障害者の数（人） ③実雇用率(%) ④不足数（人）

計 2,332.5 52.0 2.23 3.0

公立大学法人
福島県立医科大学

2,189.5 47.0 2.15 3.0

公立大学法人
会津大学

143.0 5.0 3.50 0.0

【再点検結果の詳細の各表に関する注記】

５　地方独立行政法人等における再点検に基づき報告された数値は以下のとおりです。
（１）平成29年６月１日時点　地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.3％）（再点検後）

注1　各表（「地方独立行政法人等」の表を除く。）における、①欄の「法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

注2　「地方独立行政法人等」の表における、①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者
数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難で
あると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた
労働者数である。

注3　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時
間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当する
ものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である
短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

注4　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時
間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当する
ものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である
短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

注5　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）
から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成とな
る。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、
法定雇用率達成となる。

注6　「備考」欄の都道府県又は市町村の「特例認定」とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機
関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定により、当該機関
(Ｂ)に勤務する職員を当該機関（Ａ）に勤務する職員とみなす特例が適用されているものである。
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